
 

 

 

令和６年２月１日 

（令和６年６月17日更新） 

（令和６年11月22日更新） 

 

 

申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するＱ＆Ａ 

 

 

（問１） 今般の見直しの趣旨を教えてほしい。 

（問２） なぜ、令和７年１月から取扱いを見直すこととしたのか。 

（問３） 納税者等が申告書等を提出した事実を確認したい場合はどのようにすれ

ばよいか。 

（問４） 金融機関や行政機関等から収受日付印の押なつされた控えを求められる

場合がある。 

（問５） 申請書等の取下書や充当申出書などをe-Taxで提出したいので、できるよ

うにしてほしい。 

（問６） 収受日付印を押なつした控えで確認しなくてもいいように、e-Taxのマイ

ページの充実を図ってほしい。 

（問７） 当分の間の対応として交付するリーフレットについて、交付を希望する

場合には、どのようにしたらよいか。 

（問８） 当分の間の対応として交付するリーフレットにおいて、提出書類の記録

等として設けられているメモ欄にはどのような内容を記録すればよいのか。 
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（問１） 今般の見直しの趣旨を教えてほしい。 

 

（答） 国税庁においては、政府の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和

６年６月21日閣議決定）等を踏まえ、納税者の利便性の向上等の観点から、

「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等

のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や

業務の在り方の抜本的な見直し（税務行政のＤＸ）を進めているところです。 

    令和５年度のe-Tax利用率は、所得税申告で69.3％、法人税申告で86.2％に

達しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれるほか、「申告書等情報

取得サービス」などのＤＸの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見

直しの一環として、令和７年１月から書面で提出された申告書等の控えに収

受日付印の押なつを行わないことといたしました。 

 

（問２） なぜ、令和７年１月から取扱いを見直すこととしたのか。 

 

（答） 十分な周知期間を確保し、納税者の方や関係機関の方々に対して丁寧な周

知・広報を行う必要があることを踏まえて、令和７年１月から取扱いを見直

すこととしました。 

 

（問３） 納税者等が申告書等を提出した事実を確認したい場合はどのようにす

ればよいか。 

 

（答） e-Taxを利用して申告書等を提出している場合は、メッセージボックスに格

納された受信通知により確認することが可能です。 

    書面で申告した場合であっても所得税の申告書等については、オンライン

申請による「申告書等情報取得サービス」や「保有個人情報の開示請求」、

「納税証明書の交付請求」により確認することも可能です。 

    なお、申告書等の控えへの収受日付印の押なつは行いませんが、申告内容

等の事後の確認などのため、必要に応じてご自身で、控えの作成及び保有を

していただきますようお願いします。 

    オンラインを利用しない場合であっても、従来どおり、税務署において

「保有個人情報の開示請求」、「申告書等の閲覧サービス」、「納税証明書の交

付請求」といった手段により確認することも可能です。 

    また、令和７年１月以降、当分の間の対応として、窓口で交付する「リー

フレット」（今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内

するもの）に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを、

希望者にお渡しいたします。 

郵送等により申告書等を提出する際に、切手を貼付した「返信用封筒」を
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同封された方に対しても、窓口での収受の場合と同様、当分の間の対応とし

て、日付・税務署名（業務センター名）を記載したリーフレットを同封して

返送いたします。 

仮に、申告書等を提出したにもかかわらず、税務署等から、「申告書等が提

出されていないのではないか」といった問合せがあった場合などには、納付

状況や他の証拠書類を確認しつつ、税理士及び納税者の方からの聴き取りな

どを行った上で、そのリーフレットと申告書等の控えなどを確認させていた

だくことで、原則として、その日に税務署に来署し、申告書等を提出された

ものとして取り扱います。 

（問４） 金融機関や行政機関等から収受日付印の押なつされた控えを求められ

る場合がある。 

（答） 国税当局から、金融機関や補助金・助成金などを担当する行政機関などに

対して、今般の見直し内容について事前に説明等を行い、「令和７年１月以降

は、各種の事務において収受日付印の押なつされた申告書等の控えを求めな

い」ことを徹底するようお願いしてきたところです。 

今後も、周知徹底に努めてまいりますが、仮に、令和７年１月以降におい

ても、収受日付印の押なつされた控えの提出を求める各種機関を把握した場

合には、国税当局から個別に説明を行う予定です。 

（問５） 申請書等の取下書や充当申出書などをe-Taxで提出したいので、できる

ようにしてほしい。 

（答） 「充当申出書」については、令和６年１月から、PDF形式で提出する「イメ

ージデータで送信可能な手続」の対象手続に追加しました。 

 また、令和６年11月から税理士等※が「税務代理権限証書」の「その他の事

項」欄に申請書等の取下げの意向を入力のうえ、代理送信いただければ、税

務署等において「申請書等の取下書」として取り扱うこととしました。 

※ 税理士等は、税理士、税理士法人、通知弁護士及び通知弁護士法人をいいます。

（参考）e-Taxホームページ「税理士及び税理士法人等向けのよくある質問」 

「税理士等が「申請書等の取下書」を代理送信することができますか」 

（問６） 収受日付印を押なつした控えで確認しなくてもいいように、e-Taxのマ

イページの充実を図ってほしい。

（答） e-Taxでは、「本人（法人）情報」や申告の参考となる「各税目に関する情

https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru08/42.htm
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報」について、納税者本人が確認することができる「マイページ」を提供し

ており「申告の種類」（青色申告か白色申告か）や「簡易課税制度選択届出の

適用状況」などを確認することができます。 

 今後、マイページの「各税目に関する情報」に「贈与税関係」を新たに追

加し、過去にe-Taxで提出された贈与税申告書が参照可能になる予定です。

（令和７年１月対応予定） 

また、e-Tax上で納税者と「委任関係の登録」を行った税理士については、

納税者のマイページで確認できる「各税目に関する情報」をはじめとする情

報が参照可能になる予定です※。（令和７年５月対応予定） 

※１ 既に「委任関係の登録」を行っている税理士の方は、改めて「委任関係の登録」

を行うことなく参照することができます。 

※２ 参照に当たっては、税理士の方の電子証明書による認証が必要となります。 

※３ 令和７年５月時点では、電子通知を希望した通知書等など、参照できない情報が

あります。 

 

（参考）マイページの「各税目に関する情報」で確認できる主な情報 

【個人】（情報更新は年１回、例年１月中旬以降）※確認にはマイナンバーカードが必要 

所得税：申告の種類（青・白区分）、電帳法に基づく届出書（又は承認申請書）、

予定納税額 

消費税：「簡易課税制度選択届出」、「課税事業者選択届出」、「課税期間特例選

択届出」の適用状況、中間納付税額、中間納付譲渡割額 

【法人】（情報更新は年１回、事業年度末からおおむね１か月以内） 

法人税：申告の種類（青・白区分）、中間申告分の法人税額、中間申告分の地

方法人税額、申告期限の延長の特例に関する事項・申告期限延長期間、

電子申告義務の有無 

消費税：課税期間特例選択届出書の適用状況、中間申告分の消費税額、中間申

告分の地方消費税額、申告期限の延長に関する事項・申告期限延長期

間、電子申告義務の有無 

 

（問７） 当分の間の対応として交付するリーフレットについて、交付を希望す

る場合には、どのようにしたらよいか。 

 

（答） 窓口等で申告書等を提出する場合は、職員に対し、リーフレットの交付を

希望する旨を申し出てください。郵送等により申告書等を提出する場合は、

切手を貼付した返信用封筒を同封して送付してください。 

    また、リーフレットの後日交付依頼や紛失した場合の再発行依頼があった

場合は、日付・税務署名の記載されていないリーフレットを交付します。 
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（問８） 当分の間の対応として交付するリーフレットにおいて、提出書類の記

録等として設けられているメモ欄にはどのような内容を記録すればよい

のか。 

 

（答） メモ欄については、納税者の方が、備忘等の観点から任意に記載する欄と

して便宜的に設けさせていただいておりますので、必要に応じて、提出書類

の書類名を記載する等にご利用ください。 
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（参考） 当分の間交付するリーフレット 
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